
 

一 

◎
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○
政
治
資
金
規
正
法
□
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
□ 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
会
社
等
の
寄
附
の
制
限
□ 

第
二
十
一
条 

会
社
□
労
働
組
合
□
労
働
組
合
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

七
十
四
号
□
第
二
条
に
規
定
す
る
労
働
組
合
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
□
職
員

団
体
□
国
家
公
務
員
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
□
第
百
八
条
の

二
又
は
地
方
公
務
員
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
□
第
五
十

二
条
に
規
定
す
る
職
員
団
体
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
そ
の
他
の
団
体
は
□
政

党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
者
に
対
し
て
は
□
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附

を
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

 

２
・
３ 

□
略
□ 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
政
党
の
支
部
で
□
第
六

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
指
定
政
党
支
部
以

外
の
も
の
は
□
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
そ
れ
ぞ
れ
一
の
政
治
団
体

と
み
な
す
□ 

  

５ 

政
党
は
□
会
社
□
労
働
組
合
□
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
□
政
治
団
体
を
除

く
□
□
か
ら
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
支
部
と
し

 

□
会
社
等
の
寄
附
の
制
限
□ 

第
二
十
一
条 

会
社
□
労
働
組
合
□
労
働
組
合
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

七
十
四
号
□
第
二
条
に
規
定
す
る
労
働
組
合
を
い
う
□
第
三
項
並
び
に
第
二

十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
□
職
員
団
体
□
国
家
公

務
員
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
□
第
百
八
条
の
二
又
は
地
方
公

務
員
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
□
第
五
十
二
条
に
規
定
す

る
職
員
団
体
を
い
う
□
第
三
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二

項
に
お
い
て
同
じ
□
□
そ
の
他
の
団
体
は
□
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の

者
に
対
し
て
は
□
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

２
・
３ 

□
同
上
□ 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
政
党
の
支
部
で
□
一
以

上
の
市
町
村
□
特
別
区
を
含
む
□
□
の
区
域
□
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条

の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
区
又
は
総
合
区
の
区
域
□

又
は
公
職
選
挙
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
以
外
の
も
の
は
□
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
そ
れ
ぞ

れ
一
の
政
治
団
体
と
み
な
す
□ 

□
新
設
□ 

 



  

二 

て
□
一
の
都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
支
部
を
□
そ
の
区

域
に
つ
き
一
に
限
り
□
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

６ 

政
党
は
□
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
□
直
ち
に
□
文
書
で
□

そ
の
旨
並
び
に
そ
の
指
定
を
し
た
政
党
の
支
部
□
次
項
及
び
第
十
項
に
お
い

て
□
指
定
政
党
支
部
□
と
い
う
□
□
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

７ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
は
□
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

を
取
り
消
し
た
と
き
若
し
く
は
指
定
政
党
支
部
が
解
散
し
た
と
き
又
は
前
項

の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
□
直
ち
に
□
文
書

で
□
そ
の
旨
□
同
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き

は
□
そ
の
異
動
に
係
る
事
項
□
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

８ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
□
総
務
大
臣
は
□
当
該
届

出
に
係
る
事
項
を
□
遅
滞
な
く
□
官
報
へ
の
掲
載
□
イ
ン
タ
□
ネ
□
ト
の
利

用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

９ 

政
党
の
支
部
が
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と

き
は
□
第
五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
当
該
支
部
は
□

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
提
出
期
限
を
経
過
し
た
日
に
解
散
し
た
も
の
と
み

な
す
□ 

 

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
□
総
務
大
臣
の
求
め
に
応
じ
□
指
定
政

党
支
部
に
関
し
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
様
式
は
□
総
務
省
令
で
定
め

  

□
新
設
□ 

   

□
新
設
□ 

    

□
新
設
□ 

  

□
新
設
□ 

   

□
新
設
□ 

 

□
新
設
□ 



 

三 

る
□ 

  

□
寄
附
の
総
額
の
制
限
□ 

第
二
十
一
条
の
三 

□
略
□ 

２
□
４ 

□
略
□ 

５ 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
の
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る

寄
附
は
□
各
年
中
に
お
い
て
□
一
億
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

６ 

□
略
□ 

 

□
寄
附
の
総
額
の
制
限
□ 

第
二
十
一
条
の
三 

□
同
上
□ 

２
□
４ 

□
同
上
□ 

□
新
設
□ 

 

５ 

□
同
上
□ 

 

□
同
一
の
者
に
対
す
る
寄
附
の
制
限
□ 

第
二
十
二
条 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
の
す
る
政
治
活
動

に
関
す
る
寄
附
は
□
各
年
中
に
お
い
て
□
同
一
の
政
治
団
体
に
対
し
て
は
□

二
千
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

２
・
３ 

□
略
□ 

４ 

会
社
□
労
働
組
合
□
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
□
政
治
団
体
を
除
く
□
□
の

す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
は
□
各
年
中
に
お
い
て
□
同
一
の
政
党
又
は

同
一
の
政
治
資
金
団
体
に
対
し
て
は
□
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
限
度
額
の
五
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

 

 

□
同
一
の
者
に
対
す
る
寄
附
の
制
限
□ 

第
二
十
二
条 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
の
す
る
政
治
活
動

に
関
す
る
寄
附
は
□
各
年
中
に
お
い
て
□
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の

同
一
の
政
治
団
体
に
対
し
て
は
□
五
千
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

２
・
３ 

□
同
上
□ 

□
新
設
□ 

 

 

□
量
的
制
限
等
に
違
反
す
る
寄
附
の
受
領
の
禁
止
□ 

第
二
十
二
条
の
二 

何
人
も
□
第
二
十
一
条
第
一
項
□
第
二
十
一
条
の
二
□
第

 

□
量
的
制
限
等
に
違
反
す
る
寄
附
の
受
領
の
禁
止
□ 

第
二
十
二
条
の
二 
何
人
も
□
第
二
十
一
条
第
一
項
□
第
二
十
一
条
の
二
□
第



  

四 

二
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
前
条

第
一
項
□
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
違
反
し
て
さ
れ

る
寄
附
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
□ 

 

第
二
十
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
□
団
体
に
あ
つ
て
は
□

そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
□
は
□
一
年
以

下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

一 

第
二
十
一
条
第
一
項
□
第
二
十
一
条
の
二
□
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項

及
び
第
二
項
□
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
□
第

二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
し
た
者 

二
・
三 

□
略
□ 

  

□
事
務
の
区
分
□ 

第
三
十
三
条
の
二 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
□
次
に
掲
げ
る
も
の
は
□
地
方
自
治
法
第
二
条
第

九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
□ 

 

一 

第
六
条
第
一
項
□
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□

第
六
条
の
三
□
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
項
□
同
条
第
三
項
□
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
□
□
□
第
七
条
の
三
第
一
項
□
第
十
二
条
第
一
項
□
第
十
七
条
第
一
項

及
び
第
三
項
□
第
十
八
条
第
五
項
□
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
□
第
十

二
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
違
反
し
て
さ
れ
る
寄
附
を
受
け
て
は

な
ら
な
い
□ 

 

第
二
十
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
□
団
体
に
あ
つ
て
は
□

そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
□
は
□
一
年
以

下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

一 

第
二
十
一
条
第
一
項
□
第
二
十
一
条
の
二
□
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項

及
び
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
し
た
者 

二
・
三 

□
同
上
□ 

  

□
事
務
の
区
分
□ 

第
三
十
三
条
の
二 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
□
次
に
掲
げ
る
も
の
は
□
地
方
自
治
法
第
二
条
第

九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
□ 

 
一 

第
六
条
第
一
項
□
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□

第
六
条
の
三
□
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
項
□
同
条
第
三
項
□
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
□
□
□
第
七
条
の
三
第
一
項
□
第
十
二
条
第
一
項
□
第
十
七
条
第
一
項
及

び
第
三
項
□
第
十
八
条
第
五
項
□
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
□
第
十
九



 

五 

九
条
の
二
□
第
十
九
条
の
十
六
□
第
二
十
条
□
第
二
十
条
の
二
□
第
二
十
一

条
第
十
項
□
第
二
十
二
条
の
六
第
五
項
□
第
二
十
二
条
の
六
の
二
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□
第
三
十
条
の
二
第
三
項
並
び
に
第

三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

務 

 

二
・
三 

□
略
□ 

２ 

□
略
□ 

条
の
二
□
第
十
九
条
の
十
六
□
第
二
十
条
□
第
二
十
条
の
二
□
第
二
十
二
条

の
六
第
五
項
□
第
二
十
二
条
の
六
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
□
□
並
び
に
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

  

二
・
三 

□
同
上
□ 

２ 

□
同
上
□ 

 
 

 

 
 



  

六 

○
地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
□
附
則
第
五
条
関
係
□ 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

別
表
第
一 
第
一
号
法
定
受
託
事
務
□
第
二
条
関
係
□ 

備
考 

□
略
□ 

法 
 

律 

事 
 

 
 

 
 

 
 

 

務 

□
略
□ 
□
略
□ 

 
 

政
治
資
金
規
正
法

□
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
九
十
四

号
□ 

一 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
□
次

に
掲
げ
る
も
の 

 

イ 

第
六
条
第
一
項
□
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□
第
六
条
の
三
□

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
七
条
の
二

第
一
項
及
び
第
二
項
□
同
条
第
三
項
□
第
十

七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
□
□
□
第
七
条
の
三
第
一
項
□
第
十
二
条

第
一
項
□
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
□

第
十
八
条
第
五
項
□
第
十
九
条
第
二
項
及
び

第
三
項
□
第
十
九
条
の
二
□
第
十
九
条
の
十

六
□
第
二
十
条
□
第
二
十
条
の
二
□
第
二
十

一
条
第
十
項
□
第
二
十
二
条
の
六
第
五
項

別
表
第
一 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
□
第
二
条
関
係
□ 

備
考 

□
同
上
□ 

法 
 

律 

事 
 

 
 

 
 

 
 

 

務 

□
同
上
□ 

□
同
上
□ 

 
 

政
治
資
金
規
正
法

□
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
九
十
四

号
□ 

一 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
□
次

に
掲
げ
る
も
の 

 

イ 

第
六
条
第
一
項
□
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□
第
六
条
の
三
□

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
七
条
の
二

第
一
項
及
び
第
二
項
□
同
条
第
三
項
□
第
十

七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
□
□
□
第
七
条
の
三
第
一
項
□
第
十
二
条

第
一
項
□
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
□

第
十
八
条
第
五
項
□
第
十
九
条
第
二
項
及
び

第
三
項
□
第
十
九
条
の
二
□
第
十
九
条
の
十

六
□
第
二
十
条
□
第
二
十
条
の
二
□
第
二
十

二
条
の
六
第
五
項
□
第
二
十
二
条
の
六
の
二



 

七 

□
第
二
十
二
条
の
六
の
二
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
並
び
に
第
三

十
一
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

 

ロ
・
ハ 

□
略
□ 

二 

□
略
□ 

 
 

□
略
□ 

□
略
□ 

  

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
□
□
並
び
に
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務 

 

ロ
・
ハ 

□
同
上
□ 

二 

□
同
上
□ 

 
 

□
同
上
□ 

□
同
上
□ 

 

 
 

   


